
テーマ①：新たな防火規制について

岩戸北三・四丁目周辺地区地区計画の素案に関するまちづくり懇談会 ワークショップ資料 令和5年６月26日

東京都の「防災都市づくり推進計画」において、岩戸北四丁目は
「不燃化の状況や住宅の密度が木造住宅密集地域と同等である地
域（※）」の位置づけ。

（※）木造住宅密集地域としては抽出されないが、補正不燃領域率や住宅戸

数密度が木造住宅密集地域と同等である地域。

■防災上の位置づけ

（出典：防災都市づくり推進計画

（令和３年改定））

・緑色のエリア
（第一種低層住居専用地域）

・それ以外のエリア ⇒準防火地域に指定

■現在の防火規制

※建築基準法22条区域

⇒指定なし※

■各防火規制の制限

■準耐火建築物にする場合のコスト

国土技術総合研究所の算定データによると、準耐火以外の木造と、準耐火建築物の
建築コストを比較すると、平均で 28.2 千円/㎡、約16％コストが増大するとされ
ています。



テーマ②：用途地域の変更について

・当地区内における調布都市計画道路３・４・16号線について、

令和２年度に事業認可を取得し、道路整備を推進しています。

拠点周辺にふさわしい中高層建築物を誘導することを目的とし

て都市計画道路整備による土地利用転換、地区計画の策定によ

る区画道路整備（指定）と合わせ、用途地域の変更を検討して

います。

＜令和４年10月懇談会の提案内容＞

変更前

①、②及び③

用途地域：第一種低層住居専用地域

建蔽率／容積率：40％／80％

高度地区：第一種高度地区（絶対高さ：10ｍ）

防火指定：なし

変更後

①及び②

用途地域：第一種中高層住居専用地域

建蔽率／容積率：60％／200％

（②は区画道路に接道していない敷地では、

40％／80％）

高度地区：25ｍ第二種高度地区

防火指定：準防火地域

③

用途地域・建蔽率・容積率・高度地区：変更なし

防火指定：準防火地域

〈土地利用方針図〉



テーマ③：区画道路の拡幅について

本地区内には、木造住宅が密集し狭い道路が多く、災害時の危険性が高くなっている箇所があります。このため、安全で快適な住宅地の形成を目指し、

地区内の主要な生活道路について拡幅を行い、利便性・安全性の向上を目指します。

＜令和４年10月懇談会の提案内容＞

・一の橋通り →６ｍへ拡幅

・市道609号線 →６ｍへ拡幅

・その他の区画道路４ｍ未満→４ｍへ拡幅

〈地区施設の図※〉 〈地区施設の一覧※〉

※令和4年 10月の懇談会資料からの抜粋のため、今回のスライド資料とは異なる部分があります。


